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参加無料 

予約不要 

旭川弁護士会 １００周年記念行事のお知らせ 

 
若者を含む市民 

対象のシンポジウム 

を開催致します！ 

旭川弁護士会 100 周年に際

し、市民参加の公開シンポジウ

ムを開催します。 

いわゆる 18 歳選挙権の実現

に伴い、現役高校生の政治に対

する関心が高まる中、「これか

ら」の民主主義を担っていく若者

に対する法教育も公共的団体と

しての弁護士会の大切な活動の

一つです。 

身近な北海道内で発生した事

件を中心に憲法判例を振り返り

ながら、憲法について考える素

材を提供します。 

お気軽にお問い合わせください     旭川弁護士会１００周年記念行事実行委員会事務局 

旭川市花咲町４丁目２２７２番地  TEL.０１６６－５１－９５２７ 

 

日時 

平成２８年 

８月２１日 

（日） 

14 時～ 

17 時 

 

場所 

大雪クリス 

タルホール 

大会議室 

 

講演／森野俊彦弁護士 

（元福岡高裁部総括判事）  ９０分 

「弁護士や裁判官の仕事と魅力」 

・18歳選挙権の意義を「１票の格差訴訟」から考える 

・家庭裁判所での経験から（少年事件、嫡出子の相続分問題等） 

・平賀書簡、旭川にまつわる憲法判例 

講演／前田輪音先生 

    （北海道教育大学教職大学院准教授）６０分 
「北海道の憲法判例と憲法の今日的意義」 

・恵庭事件、長沼ナイキ基地訴訟などを題材に法教育の 

視点から考える 

・立憲主義の今日的役割と課題 

講師を交えてのミニセッション 

          ３０分 

・それぞれのお話を聞いての感想 

・高校生、市民からの質問 

 

第１部 

第２部 

第３部 


